
      一般社団法人二宮町シルバー人材センター会員業務就業規約

（会員の就業条件）
第１条  一般社団法人二宮町シルバー人材センター（以下「センター」という。）の会員（以下「会員」と
　　いう。）が発注者（センターを通じて会員に業務を委託する者をいう。以下同じ。）の委託を受けて業
　　務を実施する場合の就業条件は、発注者とセンターとの間で別途合意により定めるもののほか、本規
　　約に定めるところによるものとする。

（業務の具体的内容及び会員業務委託料）
第２条　発注者が会員に委託する業務（以下「会員業務」という。）の具体的内容及び会員業務委託料（会
　　　員業務の対価として発注者が会員に支払う金員をいう。以下同じ。）の額は、発注者とセンターとの
　　　間で別途合意により定めるものとする。

（就業条件に係る会員の同意等）
第３条　センターは、業務実施会員（発注者からセンターを通じて委託を受けて会員業務を実施する会員を
　　いう。以下同じ。）が会員業務に着手する前に、会員業務に係る就業条件については、本規約に定める
　　内容及び前条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意した内容とすることにつき、業務実施
　　員の同意を得るものとする。
　２.前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、前条の規定
　　に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により定める内容及び本規約に定める内容を契約の内容と
　　する会員業務に係る請負契約又は準委任契約が成立したものとして取り扱う。
　３.発注者とセンターは、第１項の規定による業務実施会員の同意があった後においても、合意により前
　　条の合意の内容を変更することができるものとする。
　４.前項の規定により前条の合意の内容が変更された場合は、センターは業務実施会員に対して当該変更
　　の内容を通知し、新たに業務実施会員の同意を得るものとする。
　５.前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、第２項の請
　　負契約又は準委任契約の内容が、前項の規定により業務実施会員に通知した内容にしたがって変更され
　　たものとして取り扱う。

（会員業務委託料の支払）
第４条　発注者は業務実施会員に対して、会員業務委託料として第２条の規定に基づき発注者とセンターと
　　の間で別途合意により定める額を支払うものとする。
　２.業務実施会員は、会員業務委託料の請求及び受領をセンターに委託するものとする。この場合におい
　　て、センターが会員の委託を受けて会員業務委託料を受領した日を、発注者から業務実施会員に支払わ
　　れた「報酬の支払日」とみなす。
　３.発注者は、センターによる請求書の発行日から３０日以内に、会員業務委託料をセンターが指定する
　　口座に振り込む方法により、又は現金で支払うものとする。
　４.前項の会員業務委託料の支払期日は、発注者が業務実施会員から成果物の引渡しを受け、又は役務の
　　提供を受けた日から起算して６０日以内の期間内において定めるものとする。
　５.第３項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。

（センターによる立替払）
第５条　センターは、民法第４７４条の規定による第三者の弁済として、業務実施会員に対して会員業務委
　　託料に相当する額を支払うことができるものとする。
　２.センターは、前項の規定による業務実施会員に対する支払を行ったときは、発注者に対して求償権を
　　行使するものとする。

（会員業務の実施）
第６条　業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意
　　をもって業務を実施するものとする。また、発注者の信用を害し、又は発注者が顧客からの苦情等を受
　　けることがないように特に注意しなければならない。
　２.センターは、業務実施会員が会員業務に着手する前に、業務実施会員に対して、会員業務を安全に行う
　　ために必要な啓発を行うものとする。
　３.発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員がその生命、身体等の安全を
　　確保しつつ就業することができるよう、必要な配慮を行うものとする。
　４.発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員に対して指揮命令を行うこと
　　ができない。

（費用の負担等）
第７条  業務実施会員は、発注者又はセンターから業務の実施のために必要な機械、器具等 の貸与
    を受けたときは、当該機械、器具等を善良な管理者の注意をもって管理し、及び使用するものとする。



（会員の履行不能）
第８条　業務実施会員は、健康状態その他の理由により会員業務を実施することができなくなったときは、
　　速やかにその旨をセンターに申し出なければならないものとする。
　２.センターは、前項の規定により業務実施会員から申し出があった場合その他業務実施会員が会員業務
　　を完遂させることができないと認めるときは、速やかに、当該業務実施会員による会員業務の実施を終
　　了させ、発注者にその旨を通知するものとする。
　３.前項の通知が行われたときは、第３条第２項の請負契約又は準委任契約は、当該通知が行われたとき
　　に終了したものとして取り扱う。
  ４.第２項の規定により業務実施会員による会員業務が終了した場合は、発注者は、当該業務実施会員が
     会員業務の実施のために既に支出した費用を負担するものとする。

（利用契約の終了等による会員業務の終了）
第９条　発注者とセンターとの間のシルバー人材センター利用契約が有効期間の満了により終了し、発注者
　   とセンターとの合意により解約され、又は発注者若しくはセンターのいずれかから解除されたときは、
  　センターは、速やかに、その旨を業務実施会員（当該利用契約の終了等の際現に会員業務を行っている
    に限る。次項において同じ。）に通知し、会員業務を終了させるものとする。
  ２.前項の通知が行われたときは、第３条第２項の請負契約又は準委任契約（同条第５項の規定による変
     更が行われたときは、当該変更後の請負契約又は準委任契約）は、業務実施会員が当該通知を受けた
    ときに同時に終了したものとして取り扱う。

（再委託、権利・義務の移転の禁止）
第１0条　業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務を第三者
　　に再委託してはならないものとする。
　２.前条第２項及び前項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法
　　による承諾なしに、会員業務の実施に当たり取得する権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は第三者の
　　ために担保に供してはならないものとする。
　３.第１項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾な
　　しに、会員業務の実施に当たり負う義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならな
　　いものとする。

（守秘義務・個人情報管理）
第１1条　業務実施会員は、会員業務の実施を通じて知り得た発注者の秘密を第三者に漏えいしてはならな

　２.業務実施会員は、会員業務の実施を通じて取得した発注者又は第三者の個人情報を適正に取り扱わな
　　ければならない。
　３.発注者は、業務実施会員の個人情報を適正に取り扱わなければならない。
　４.前３項の規定は、会員業務終了後においても、なお効力を有するものとする。

（損害賠償）
第１２条　発注者及び業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、その責めに帰すべき事由により相手方に
　　損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
　２.発注者は、前項の規定により、業務実施会員に対して損害賠償の請求を行う場合は、センターを通じ
　　て行うものとする。
　３.業務実施会員は、第三者から損害賠償の請求を受けたときは、速やかに、その旨をセンターに通知す
　　るものとする。
　４.センターは、第２項の規定により請求を受け、又は前項の規定により通知を受けた場合において、相
　　当と認めるときは、民法第４７４条の規定による第三者の弁済として、発注者又は第三者に対して損害
　　賠償金の支払を行うものとする。
　５.センターは、前項の規定により発注者又は第三者に対して損害賠償金の支払を行った場合において、
　　センターが加入する損害保険により填補される額、業務実施会員の過失の度等を斟酌して相当と認める
　　額を業務実施会員に対して求償するものとする。

　令和８年４月１日施行


